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Ⅰ 計画の策定にあたり 

 

1.計画の趣旨                               

  

昭和から平成に移り、そして令和の時代に入った現在、社会経済環境は大きく変

遷し、今日までに繰り返し発生した大地震等の自然災害や、大規模な事故、社会的

事件等が契機となり、消防防災体制は、そのたびに少しずつ充実強化されてきまし

た。同時に、消防全体に対する様々なニーズは、今もなお、大幅に増大しつつあり

ます。 

 都留市消防団においても、消火活動だけではなく、救助活動、風水害への対応、

捜索活動、訓練等、活動は広範囲にわたってきており、地域の安全・安心を守る中

核的な担い手として、住民の生命、身体、財産を災害から守るという強い使命感の

もと、自身の職業と両立させながら日夜献身的に活動しています。 

 特に、自然災害や捜索などの消防団活動では、多くの団員が必要な場合や地形に

詳しいことなど、消防団だからこそ対応できる災害もあります。 

 令和元年、本市に多数の被害をもたらした一連の風水害では、発災直後から消防

団員の迅速な行動や、地域に密着したきめ細やかな対応がとられ、消防団の必要性

と重要性を再認識するものとなりました。 

しかしながら、本市においても少子高齢化や過疎化、就業構造の変化などの社会

環境の変化等による入団員数の減少や若年層の割合低下などの課題に直面しており、

地域防災の中核をなす消防団を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。 

 今後も起こりうる災害に対する備えや、減災への取組を実施していくには、地域

防災力を強化することが重要となり、そのためには地域コミュニティの中核である

消防団と地域が連携した防災体制に取り組んでいく必要があります。 

そのためには、装備・訓練強化等はもちろん、限られた資源の中で消防車庫や車

両の老朽化などの課題を解決し、消防力の充実強化を進める必要があります。 

 このように、地域防災の要とされている消防団を将来にわたり維持していくため、

消防団の受け継がれてきた長い歴史と伝統を継承しつつ、団員が活動しやすい体制

づくりを第一に考え、多様化する災害にも柔軟に対応し、かつ団員の負担軽減が図

れるよう、都留市消防団の新たな組織体制を構築するため「都留市消防団組織再編

基本計画」を策定するものです。 
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2.計画の位置づけ                             

  

本計画は、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を背景に社

会情勢の変化を踏まえ、将来にわたり地域防災力を維持していくため、本市が講ず

べき施策等について定めるものです。 

なお、本市の第 6次都留市長期総合計画のⅤ.安全・安心、コミュニティ分野「紡

ぎます！人と人のつながりのまち」の政策１安全・安心のまちづくり「セーフコミ

ュニティ」に「地域防災力・減災力の強化」及び「災害対策及び消防救急の充実」

に向け、防災体制を強化充実するための個別計画とします。 

また、「ＳＤＧＳ（持続可能な開発目標）（※1）」が平成 27（2015）年に国連サミ

ットで採択され、第 6 次都留市長期総合計画後期基本計画において、政策横断的な

取組として推進されていることから、本計画においても関連する目標を掲げ取組を

進めます。 

 （※1）本計画に関連するＳＤＧＳ【11 住み続けられるまちづくりを】 

 

3.計画の期間                               

  

本計画は、令和 6年度を初年度として令和 9年度を目標年次とします。 

 社会経済情勢の変化や今後の消防団を取り巻く環境の変化を踏まえ、時々の実情

等をしっかり勘案しながら、必要な見直しを行っていきます。 

 また、組織の再編を急速に進めてしまうと、消防団活動に大きな影響が生じかね

ないことや、再編に伴う消防団施設の整備等には相当の期間を要することが想定さ

れるため、再編については十分に検討するとともに、団員や地域住民の意見を尊重

しながら、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 なお、この計画の範囲は、都留市消防団の各部、機能別消防団員の再編を対象と

し、再編実施については、令和 9年度までに段階的に行うこととします。 
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Ⅱ 消防団の現状と課題 

 

１.消防団の現状                             

 

（１）消防団組織と配置 

都留市消防団は、団本部と各地域を管轄する 6 分団、47 部により組織されて

います。 

 

図１ 消防団組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1部 10人
第2部 10人 (1)
第3部 10人
第4部 10人
第5部 10人
第6部 10人
第7部 10人
第8部 10人
第9部 10人 (1)
第10部 10人 (4)
第11部 10人
第12部 10人 (1)
第13部 10人

第1部 16人 (1)
第2部 11人 (1)
第3部 10人
第4部 11人
第5部 10人
第6部 13人
第7部 17人
第8部 10人 (1)
第9部 11人
第10部 15人 (3)
第11部 9人

第1部 18人
第2部 15人
第3部 17人
第4部 15人
第5部 15人
第6部 17人
第7部 18人
第8部 20人

第1部 20人
第2部 19人 (2)
第3部 12人
第4部 21人
第5部 22人 (1)
第6部 16人 (1)

第1部 15人
第2部 13人

第4部 10人 (1)
第5部 13人 (1)

第1部 21人 (1)
第2部 21人 (2)
第3部 18人
第4部 9人 (1)

（）内は機能別団員

団
　
長

市
 
長

副団長
2人

分団長
副分団長
本部員

盛里分団
73人

1人
2人
1人

1人
2人
1人

1人
2人
1人

1人
2人
1人

1人
2人
1人

(1)第3部 19人

谷村第一分団
135人

分団長
副分団長
本部員

宝分団
74人

1人
2人
2人

谷村第二分団
137人

分団長
副分団長
本部員

東桂分団
139人

分団長
副分団長
本部員

分団長
副分団長
本部員

禾生分団
114人

分団長
副分団長
本部員
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図２ 管轄区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部 都留市全域

谷村第一分団 旧谷村町（三吉、開地地区を除く。）川棚

第1部 田原　楽山

第2部 上町

第3部 早馬町　新町

第4部 上天神町　下天神町

第5部 仲町　下町

第6部 高尾町

第7部 横町　田町

第8部 弁天町　寿町

第9部 新井　姥沢　新明町　深田

第10部 鷹の巣

第11部 羽根子　長者町

第12部 栄町　幸町　城北町

第13部 川棚　旭ヶ丘

谷村第二分団 旧谷村町のうち三吉、開地

第1部 法能　住吉　日の出

第2部 宮原

第3部 引の田

第4部 玉川

第5部 下戸沢

第6部 上戸沢

第7部 熊井戸　緑町　下小野

第8部 中小野　西海戸

第9部 上小野　大津

第10部 細野

第11部 菅野

　　　　　　　　管轄区域

　名称
管轄区域（大字又は通称）
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東桂分団 旧東桂村

第1部 十日市場

第2部 下夏狩

第3部 上夏狩

第4部 古渡

第5部 沖

第6部 宮下

第7部 境

第8部 桂町

禾生分団 旧禾生村

第1部 四日市場　月見ヶ丘　富士見台

第2部 古川渡

第3部 川茂

第4部 松葉　原　堀之内　古宿　中谷

第5部 田野倉

第6部 井倉　九鬼

宝分団 旧宝村（川棚を除く。）

第1部 上大幡

第2部 下大幡

第3部 中津森

第4部 金井

第5部 平栗　厚原　加畑

盛里分団 旧盛里村

第1部 与縄

第2部 馬場　久保　神門

第3部 曽雌

第4部 大平

　　　　　　　　管轄区域

　名称
管轄区域（大字又は通称）
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図３ 出場区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1出場 第2出場 第3出場

東桂分団の内の一部分

谷村第二分団の内の一部分

※宝分団の内の一部分

谷村第二分団の内の一部分

禾生分団の内の一部分

宝分団の内の一部分

谷村第一分団の内の一部分

※東桂分団の内の一部分

谷村第一分団の内の一部分

禾生分団の内の一部分

※盛里分団の内の一部分

谷村第一分団の内の一部分

※谷村第二分団の内の一部分

※宝分団の内の一部分

谷村第一分団の内の一部分

谷村第二分団の内の一部分

盛里分団の内の一部分

谷村第一分団の内の一部分

※東桂分団の内の一部分

禾生分団の内の一部分

※谷村第二分団の内の一部分

宝 宝分団

盛里 盛里分団

※は林野火災時に適用する。

谷村第二分団

東桂 東桂分団

禾生 禾生分団

出場区分
出場区域

上谷 谷村第一分団

都留市消防団全分団

下谷 谷村第一分団

開地 谷村第二分団

三吉
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図４ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       小型動力ポンプ付積載車         小型動力ポンプ付積載車（軽） 
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図５ 詰所及び車両の現状 

                                                                  令和 6年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所　　在　　地　　番 備　　　　　　考 車両 年式

第１部 田原一丁目477-1 田原団地３号棟横 平屋 積載車 H21
第２部 上谷四丁目5-1.-3.-4.-5 上町自治会館1階 積載車 H30
第３部 上谷一丁目288-1 不動尊前　2階建て 積載車 R2
第４部 上谷三丁目1,772 下天天神社公園横　平屋 積載車 H13
第５部 中央三丁目215-3 東電ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ横　2階建て 積載車 H31
第６部 中央一丁目377-1 高尾神社公園内　平屋 積載車 H20
第７部 つる一丁目690-1 マート有泉横　2階建て 軽積載車 R3
第８部 つる一丁目123-2 角屋米店近隣　平屋 軽積載車 R4
第９部 下谷三丁目1,561-2 警察署入口（国道）　2階建て 軽積載車 R5
第10部 つる五丁目1,066-1 甲陽産業入口　平屋 積載車 H13
第11部 下谷2,840-1 長生寺入口前　2階建て 積載車 H13
第12部 つる三丁目423-6 都留市駅裏天理教前　2階建て 積載車 H20
第13部 川棚877-1 家屋：川棚組　平屋 積載車 H29

第１部 法能１８０番地２ 法能自治会館横　2階建て 積載車 H22
第２部 法能１,１３９番地１ 宮原自治会館横　2階建て 軽積載車 R4
第３部 法能２,０２１番地４ 引の田自治会館横　2階建て 軽積載車 H12
第４部 玉川２５６番地２ 玉川会館横　2階建て 積載車 R6
第５部 戸沢７２番地１ 下戸沢自治会館横　平屋 積載車 H22
第６部 戸沢５７９番地 金山神社内・自治会館併設　2階建て 積載車 H20
第７部 大野５２番地６ 熊井戸橋横　平屋 積載車 H26
第８部 小野７０９番地１ 中小野公民館横　平屋 軽積載車 R5
第９部 大野２２３番地２ 大津公民館前(詰所は無い) 積載車 H13
第10部 大野１,８９９番地２ 杉本商店前　2階建て 積載車 H16
第11部 大野３,２０２番地１ 菅野公民館内 積載車 H31

第１部 十日市場１,４７５番地１ 十日市場自治会館横　2階建て 積載車 H24
第２部 夏狩１,７２１番地 下夏狩自治会館内 2階建て 積載車 H28
第３部 夏狩１,８４０番地２ 上夏狩公民館前 2階建て 積載車 H25
第４部 鹿留２,１９９番地２ 古渡自治会館内　2階建て 積載車 H28
第５部 鹿留１,４６３番地２ 沖自治会館内 平屋 積載車 H29
第６部 鹿留６４２番地１ 宮下公民館内　平屋 積載車 H25
第７部 境２０９番地１１ 境自治会館内　2階建て 積載車 H27
第８部 桂町７９６番地１ 給食センター前　2階建て 積載車 H20

第１部 四日市場１,０８２番地１.２.３ 2階建て 軽積載車 R6
第２部 古川渡５５６番地５及び1 JAみふじ（禾生）横　平屋 積載車 H21
第３部 川茂２９番地１ 川茂自治会館横　2階建て 積載車 H27
第４部 小形山３５５番地２ 松葉橋手前　平屋 積載車 H30
第５部 田野倉８１６番地１ 杉田酒店横（国道）平屋 積載車 R2
第６部 井倉４５８番地１ 生出神社入口　2階建て 積載車 H26

第１部 大幡２,８５９番地２ 千代川橋手前　2階建て 積載車 R2
1554-4市川茂　-5八代直之
公民館前　平屋

第３部 中津森３８５番地２ 春日神社前（県道沿い）2階建て 積載車 H18
第４部 金井２４６番地 金井自治会館内　平屋 積載車 H19
第５部 平栗８０３番地１ 浅間神社手前　2階建て 積載車 H24

第１部 与縄１０６番地5 谷内建設事務所手前　平屋 積載車 H19
第２部 朝日馬場２５９番地２ 盛里コミュニティー前　平屋 積載車 H16
第３部 朝日曽雌１,４７０番地１ 伝昌寺入口　2階建て 積載車 H16
第４部 朝日曽雌２,１６２-２.２,１６３-３ 薬師堂入口　2階建て 積載車 R3

谷村第二分団

東桂分団

禾生分団

宝分団

盛里分団

第２部 大幡１,５５４番地４.５ 積載車 H16

谷村第一分団
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２.消防団の課題                             

（１）社会環境の変化 

平成元年には全国で約 100 万人いた消防団員も令和 5年には約 76 万人まで減

少しています。これについては、少子高齢化や被雇用者の増加といった状況が大

きく影響しています。 

本市消防団については、昭和 49 年に現在の条例定数である 675 名に改正以降、

ほぼ 100％の充足率を維持してきたところですが、過疎化する地域や少子高齢化

により、新たに団員として参加する若年層が年々減少する一方、団員の年齢構成

は 40 代、50 代以上の割合が増加するなど高齢化が進んでいます。 

本市の人口については、平成 12 年国勢調査の 35,513 人をピークに平成 22 年

は 33,588 人、令和 2年には 31,016 人と年々減少しています。 

都留市の資料に基づく人口推計によると、令和 7 年に 28,204 人、令和 12 年

には 25,553 人に減少すると予想されています。 

このようなことからも、消防団員の確保が困難となることが予測されます。 

 

図６ 都留市の人口推移 
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（２）消防団新規入団者の確保 

   新たな団員の確保に向け、機能別団員制度の導入をはじめ「年額・出場報酬

の改善」及び「消防団協力事業所制度」や「消防団サポート事業」を導入し消

防団員が活動しやすい環境整備の強化に取り組んでいますが、少子高齢化の進

展や若者の流出、地域活動に対する意識の希薄化等により、消防団員の確保は

困難な状況にあり、地域防災力の低下が危惧されます。 

   また、新規入団が可能となる年齢を条例に基づき 18 歳として予測すると、入

団対象となる者の年齢層の現状は、極めて厳しい状況となっており、今後更な

る団員の高齢化と勤続年数の長期化が懸念されます。 

 

図７ 分団別人口の推移（各年度末時点） 
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図８ 今後 5年間の入団対象者年齢層（令和 5年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

図９ 平均年齢及び平均勤続年数（令和 5年４月１日時点） 

 

 
 

 

 

谷村第一分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 35.0歳 35.6歳 35.9歳 36.3歳 36.7歳 38.3歳 38.7歳

平均勤続年数 7.1年 7.3年 7.6年 8.1年 8.4年 9.7年 9.9年

谷村第二分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 33.5歳 36.3歳 37.0歳 37.3歳 37.9歳 38.8歳 40.1歳

平均勤続年数 7.8年 9.6年 10.3年 10.7年 10.8年 11.8年 12.8年

東桂分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 34.1歳 35.4歳 35.9歳 35.4歳 35.7歳 36.2歳 36.9歳

平均勤続年数 8.1年 9.0年 9.3年 9.4年 9.2年 9.8年 10.8年

禾生分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 35.4歳 36.7歳 37.1歳 37.9歳 38.1歳 39.3歳 40.0歳

平均勤続年数 9.4年 9.6年 9.7年 10.4年 11.0年 11.9年 11.9年

宝分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 35.2歳 35.2歳 35.5歳 35.8歳 36.7歳 38.3歳 38.8歳

平均勤続年数 6.8年 7.2年 7.3年 7.5年 7.5年 8.7年 9.2年

盛里分団 H25 H30 R1 R2 R3 R4 R5

平均年齢 39.2歳 40.6歳 40.4歳 41.4歳 42.0歳 43.0歳 45.0歳

平均勤続年数 10.6年 11.0年 11.0年 11.8年 12.2年 13.2年 14.8年

年 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

H25 179 153 332 121 150 271 194 171 365 225 233 458 87 52 139 41 44 85

R5 120 125 245 81 107 188 157 146 303 154 155 309 51 49 100 26 25 51

差 △ 59 △ 28 △ 87 △ 40 △ 43 △ 83 △ 37 △ 25 △ 62 △ 71 △ 78 △ 149 △ 36 △ 3 △ 39 △ 15 △ 19 △ 34

　※ 「入団対象者年齢層」は13～17歳の人口

盛里分団谷村第一分団 谷村第二分団 東桂分団 禾生分団 宝分団
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図１０ 雇用形態 

 

 
　谷村第一分団

　谷村第二分団

　東桂分団

　禾生分団

　宝分団

　盛里分団

　【都留市消防団】
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Ⅲ 消防団組織再編 

 

１.消防団組織再編の基本方針                       

 

人口減少社会を見据えた中においても、地域防災力の要である消防団を将来にわ

たり維持していくため、次の方針により再編を進めていくものとします。 

 

（１） 地域の実情に応じた持続可能かつ効率的な組織体制を構築するとともに、

地域コミュニティ活動や地域防災力の低下を招かないように配慮します。 

 

（２） 再編に当たり、消防団活動に支障が出ないように、管轄区域で活動可能な

団員を各部において一定数確保できるようにします。 

 

（３）  大規模化する自然災害への対応にあたり、組織体制を強化することにより、 

効果的な運用を図ります。 

 

（４） 再編による詰所及び車両の配置については、合理的かつ効果的な視点によ

り見直しますが、地域の実情を踏まえる中で、施設・設備の耐用年数等に

応じて柔軟に対応していきます。 

 

 

２.消防団と地域防災力                          

 

東日本大震災をはじめ、地震や局地的な豪雨等による災害が発生し、住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するために必要な地域防災力の重要性が増大している

一方、少子高齢化の進展や被雇用者の増加等、社会経済情勢の変化により地域にお

ける防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっていることに鑑み、消防

団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、住民の安全に資することを目的に「消

防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」は制定されました。 

本市消防団においても、このような現状を総合的に勘案し、団員の負担軽減と併

せて、地域密着性、即時対応力、要員動員力を活かすことができる組織の適正規模・

適正配置が必要となっています。 
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（１）消防団の適正規模と団員定数の見直し 

 

消防団は、地域防災力の中核として将来にわたり欠くことのできない代替性

のない存在として、一市町村に一団置くものとされています。 

消防団の総数については、地域における実情があり、可住地面積を基に算定

することが困難なことから、任務を円滑に遂行するために、地域の実情に応じ

た必要数とされています。 

また、消防団員の定数は、住居地、商業地、工業地のほか、河川や山林等の

市域に配慮するとともに、多様な条件において住民の安全・安心を守るために

必要な人員と定められています。そのため、人口推計や社会情勢の変化などを

踏まえ、分団の条例定数管理を弾力的に行うなど、消防団員を確保するために

適正な人員配置と効果的な運用を実施していきます。 

 

① 【団員の適正規模の考え方】 

 

 

② 【業務内容】 

 

 

 

 

 

    消防団の適正規模については、今後の人口推計、各部の地形などを踏まえ、

近隣の部同士を統合します。また、実質的に団員数を削減することになるが、

機能別団員を増員し、地域防災力を維持するなど、総合的な判断の下、再編を

行うことが適正であると考えます。また、適正配置については、住宅密集地等

の人口、過去に発生した火災や風水害等の発生状況を考慮し、地域特性を加

味した中で自治会、自主防災会などの共通理解のもと、計画的、かつ適正な配

置とすることが望ましいと考えます。 

このようなことから、人口推計や業務内容及び適正配置の考え方を総合的に

勘案し、適正配置していきます。 

 

・分団の規模：人口推移と地理的特性及び地域性等を配慮した規模であること 

 

 

・火災の消火に関する業務 

・火災の予防・警戒に関する業務 

・地震、風水害等の災害の予防、警戒及び住民の避難誘導に関する業務 

・消防本部で指定する各種訓練・各種教育及び火災予防の啓発に関する業務 

・その他、特に必要とされる業務 
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（２）消防団施設・車両の配置 

   各分団には、消防活動に必要な消防車両と資機材、それを保管する消防車庫・

詰所を配備しています。これらの消防車庫や車両の経過年数の長期化が顕著と

なっており、団員減少が深刻化した場合は、それらの維持管理にかかる団員の

負担や修繕等に要する費用も増えていることから、消防団組織の再編に合わせ、

集約等も視野に入れながら計画的な整備並びに適正な配置について検討します。 

 ① 消防団車両 

   各分団に配備している車両は小型動力ポンプ付積載車 47 台となっておりま

す。（令和 6年 4月 1日現在） 

   消防団車両については、経年劣化した車両を更新し有事に備えるため、「消防

団車両配備計画」に基づき計画的に更新を進めています。 

   なお、消防団組織の再編による部の統合に際しては、使用年数の長期化によ

る故障の増加などを考慮し、年式の新しい車両を優先的に使用することとしま

す。使用頻度の低下した車両については、原則廃車していくこととしますが、

地域に運用できる団員がいる場合は当面の間、運用していくものとします。 

 

 ② 消防団車庫・詰所 

   消防団車庫・詰所については、地域の消防機能を低下させないように継続使

用していきますが、消防団組織の再編により使用頻度の低下した消防団車庫・

詰所については、原則廃止していくものとします。 
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３.再編案                                

 より効率的な指揮命令による迅速な情報伝達や、円滑で効率的な活動体制を構築

するため、現行の 6 分団 47 部体制から、6分団 38～47 部程度の体制に見直します。

また、広報団員（機能別団員）を組織し、啓発・広報活動を通じて、地域の防災意

識の向上を目指します。 

消防団員数（総数）は、総務省消防庁の「消防力の整備指針」に基準が定められ

ていますが、従前（平成 26 年度まで）の算出方法により消防団員を算出した場合、

実態にそぐわない数が算出されている可能性があったことから、適正な団員数を求

めることが難しいとして、従前の規定は削除され、「当該業務を円滑に遂行するため

に、地域の実情に応じて必要な数」という表現に改められました。 

また、手引き動力ポンプ等の運用に必要な人員は 4 人とされていることから、各

部の定数は運用人員の 2倍以上を確保するものとします。 

都留市の実情に合わせ、自治会などの地域コミュニティとも綿密な調整を図る中

で、活動実態や将来の人口推計を見据え、部の統合等を踏まえた本市の適正団員数

として現在の条例定数 675 人から 500 人程度へ見直しすることとします。 

消防団組織の再編に伴い、部を統合する場合は、その地域の消防防災力を維持す

るため、必要に応じて出場体制の見直しによる増援体制の強化、機能別消防団員の

拡充等を行います。 

また、市内の事業所及び地域との連携・協力体制の向上や消防団員の処遇改善等

による消防団全体の活性化を図るとともに、団員教育の指導者育成と教育訓練の充

実強化による団員個人の災害対応能力を強化することで、地域防災力を維持してい

きます。 
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図１１ 消防団組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1部 10人
第2部 10人
第3部 10人
第4部 10人
第5部 10人
第6部 10人
第7部 10人
第8部 10人
第9部 10人
第10部 10人
第11部 10人
第12部 10人
第13部 10人

第1部 16人
第2部 11人
第3部 10人
第4部 11人
第5部 10人
第6部 13人
第7部 17人
第8部 10人
第9部 11人
第10部 15人
第11部 9人

第1部 18人
第2部 15人
第3部 17人
第4部 15人
第5部 15人
第6部 17人
第7部 18人
第8部 20人

第1部 20人

第2部 19人

第3部 12人

第4部 21人

第5部 22人

第6部 16人

第1部 15人

第2部 13人

第4部 10人

第5部 13人

第1部 21人

第2部 21人
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現行の団員数 675人（定数） 再編後の団員数 500人程度
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禾生分団
分団長1人
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長

団長
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分団長1人
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分団長1人
副分団長2人
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第3部 19人

宝分団
分団長1人

副分団長2人
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【定数】
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6人
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分団長1人

副分団長2人
本部員1人
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宝分団
分団長1人

副分団長2人

本部員1人
【定数】

50人程度

広報団員(機能別団員)

【部数】
5部～
　6部程度

【部数】
4部～
　5部程度

【部数】
3部～
　4部程度

市
 
長

谷村第一分
団分団長1人
副分団長2人
本部員2人
【定数】
100人程度
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団

分団長1人
副分団長2人
本部員1人
【定数】
100人程度
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100人程度

谷村第一分
団分団長1人
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４.再編に係る対策                                

（１）出場体制の見直し 

   火災が発生した際には、消防団は予め定められた地域に出場しますが、組織

再編に伴い管轄区域が拡大する部があることから、被害拡大が予想される場合

の増援（第 2・第 3 出場）体制を見直すとともに、風水害や地震など大規模な

自然災害等においても、近接する分団と協力連携できる体制を確立します。 
 

（２）機能別団員の強化 

   大規模な災害発生時に、新たに発生する活動や人手不足に対応するため、学

生消防団活動認証制度を活用し、学生を対象とした機能別団員の導入を検討す

るなど、機能別消防団員の拡充に努め、地域防災力の維持を図ります。 
 

（３）消防団活動に対する応援・協力体制 

   被雇用者が全体の 8 割を占めることから、消防団員を雇用する事業所の消防

団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっているため、「消防団協力事業

所制度」の更なる普及を図っていきます。 

   また、福利厚生の一環として「消防団員サポート」事業による、消防団を応

援する体制の拡充を図り、団員の加入促進と地域の活性化に繋げ、消防団活動

に対する地域の協力連携体制の向上を目指します。 
 

（４）消防団員の負担軽減 

   災害活動を除いた訓練や各種行事等については、基本的に土日もしくは夜間

に実施しており、その活動の多さは消防団入団の大きな障害となっていること

から、従来の活動に固執することなく、必要に応じて平時の消防団活動を見直

し、行事内容や実施環境の改善による団員の負担軽減に努めていきます。 
 

（５）消防団員の処遇改善 

   消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第 13 条に基づき、

消防団員の処遇改善を図るため、報酬等の見直しについて検討していきます。 
 

（６）部機能の強化 

   消防団活動の基本となる部については、部活動における教育訓練の指導者を

育成するとともに、団員の消防に係る知識及び技能の習得を目的とした教育訓

練を強化し、各部の機能強化を図ります。 


